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   公 益 財 団 法 人 立 川 市 地 域 文 化 振 興 財 団 ホ ー ム ペ ー ジ 広 告 掲 載 要 領  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、公 益 財 団 法 人 立 川 市 地 域 文 化 振 興 財 団 ホ ー ム ペ ー ジ 広

告 掲 載 要 綱 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 広 告 の 規 格 ）  

第 ２ 条  広 告 は バ ナ ー 広 告 と し 、 規 格 は 次 の 通 り と す る 。  

( 1 )  大 き さ  天 地 5 0ピ ク セ ル ×左右 10 0ピ ク セ ル  

( 2 )  画 像 形 式  Ｇ Ｉ Ｆ 形 式  

( 3 )  容 量  ４ Ｋ Ｂ 以 内  

２  広 告 の 掲 載 ペ ー ジ は ト ッ プ ペ ー ジ と し 、掲 載 位 置 、順 序 は 財 団 が 指 定 す

る 。  

３  広 告 の デ ザ イ ン 及 び 色 彩 な ど は 、財 団 の ホ ー ム ペ ー ジ の イ メ ー ジ を 損 な

わ な い こ と 。  

４  広 告 は 原 則 と し て 動 き や 反 転 の な い も の で 、 規 格 枠 の 中 に 収 め る 。  

５  前 各 項 に 掲 げ る も の の ほ か 、広 告 の デ ザ イ ン に 関 し て は 、広 告 主 と 財 団

と で 事 前 に 調 整 を お こ な い 掲 載 す る も の と す る 。  

 （ 広 告 掲 載 料 ）  

第 ３ 条  広 告 掲 載 料 は １ 枠 に つ き ３ ヶ 月 あ た り １ ５ ， ０ ０ ０ 円 と す る 。  

２  ６ ヶ 月 を 超 え る 連 続 掲 載 を 希 望 し た 場 合 の 掲 載 料 は 別 表 １ に 掲 げ る 通

り と す る 。  

 （ 広 告 掲 載 期 間 ）  

第 ４ 条  広 告 の 掲 載 期 間 は ３ ヶ 月 を 単 位 と し 、継 続 し て の 掲 載 は 各 年 度 最 大

1 2ヶ 月 と す る 。 た だ し 、 財 団 が 認 め た 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

２  広 告 の 掲 載 開 始 日 は 、原 則 と し て 当 該 広 告 の 掲 載 す る 月 の 初 日 と し 、掲

載 終 了 日 は 、 原 則 と し て 当 該 広 告 の 掲 載 す る 月 の 最 終 日 の 前 日 と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、掲 載 開 始 日 及 び 終 了 日 が 土 曜 日 も し く は 日 曜

日 、 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 2 3年 法 律 第 1 7 8号 ） に 基 づ く 休 日 ま た

は 1 2月 2 9日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で の 日 に 当 た る 場 合 の 広 告 掲 載 開 始 日
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及 び 終 了 日 は 、 財 団 が 別 に 定 め る 。  

４  広 告 掲 載 期 間 中 、財 団 の 都 合 に よ り ホ ー ム ペ ー ジ を 閉 鎖 し た 時 間 が 生 じ

た と き は、閉 鎖 し た 時 間 を 2 4時 間 で 除 し て 得 た 日 数（ 端 数 時 間 切 捨 て ）に

相 当 す る 期 間 、 広 告 掲 載 期 間 を 協 議 の 上 別 に 確 保 す る も の と す る 。  

 （ 広 告 原 稿 の 作 成 等 ）  

第 ５ 条  広 告 主 は 原 則 と し て 広 告 掲 載 開 始 日 の ３ 週 間 前 ま で に 、フ ロ ッ ピ ー

デ ィ ス ク ま た は e - m a ilに て 財 団 へ 広 告 原 稿 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  広 告 原 稿 の 作 成 ・ 提 出 に 要 す る 費 用 は 、 広 告 主 の 負 担 と す る 。  

 （ 広 告 掲 載 料 の 納 入 ）  

第 ６ 条  広 告 掲 載 料 は 、掲 載 開 始 後 1 5日 以 内 に 財 団 が 指 定 す る 口 座 へ 振 込 み

に よ り 一 括 し て 納 入 す る も の と す る 。た だ し 、理 事 長 が 特 に 必 要 と 認 め た

と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 広 告 掲 載 の 取 り 下 げ ）  

第 ７ 条  広 告 主 は 自 己 の 都 合 に よ り 、広 告 掲 載 を 取 り 下 げ る こ と が で き る も

の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 広 告 掲 載 を 取 り 下 げ る と き は 、広 告 主 は 書 面 に よ り 理

事 長 に 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 広 告 掲 載 を 取 り 下 げ た 場 合 は 、納 入 済 み の 広 告 掲 載

料 は 返 還 し な い 。  

 （ 広 告 掲 載 料 の 返 還 ）  

第 ８ 条  理 事 長 は 、広 告 掲 載 料 を 納 入 し た 後 に 広 告 主 の 責 に 帰 さ な い 理 由 に

よ り 広 告 が 掲 載 で き な か っ た と き に 限 り 、既 納 広 告 掲 載 料 の 一 部 又 は 全 部

を 返 還 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 返 還 す る 広 告 掲 載 料 に は 利 子 を 付 さ な い 。  

 （ リ ン ク 先 の 変 更 ）  

第 ９ 条  広 告 主 は 、広 告 の リ ン ク 先 を 変 更 し よ う と す る と き は 、１ 週 間 前 ま

で に 財 団 へ 通 知 す る も の と す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 領 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、財 団 と 広 告 主 が 協 議 の 上 、
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決 定 す る も の と す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 1 7年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 0年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 

 

別 表 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）        （ 単 位 ： 円 ）  

 

 

 

 

 

 

 

掲 載 期 間  割 引 の 額  広 告 掲 載 料  

６ ヶ 月   △ ３ ， ０ ０ ０  ２ ７ ， ０ ０ ０  

1 2ヶ 月  △ １ ０ ， ０ ０ ０  ５ ０ ， ０ ０ ０  


